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解 説

ＸⅢ 農畜産物流通の部

１ 青果物卸売市場調査

（１）調査範囲

青果物卸売市場が開設されている全国の主要都市を調査範囲としている。

なお、主要都市とは、以下のいずれかに該当するものである。

ア 中央卸売市場が開設されている都市

イ 県庁が所在する都市

ウ 人口20万人以上で、かつ青果物の年間取扱数量がおおむね６万ｔ以上の都市

（２）調査対象

主要都市に所在する青果物卸売会社

中央卸売市場が開設されている都市については中央卸売市場の全ての青果物卸売

会社を、中央卸売市場が開設されていない都市については年間取扱数量の多い順に

都市の80％をカバーするまでの青果物卸売会社を対象としている。

（３）調査事項

本調査は、野菜については総数及び49品目、果樹については総数、国産計、輸入

計及び44品目・品種を調査品目として、直接入荷（産地都道府県別）・転送入荷（転

送元市場別）、輸入青果物の卸売数量及び卸売価額を調査した。

（４）調査方法

調査は以下のいずれかの方法により実施した。

ア 調査対象者が作成した磁気データをオンラインにより収集する方法

イ 調査対象者が作成した電磁的記録媒体の収集による方法

ウ 調査対象者に対し調査票を郵送配布・回収する自計調査による方法

２ 食肉流通

と畜頭数については、と畜場法の規定によって設置されている全ての施設（岐阜４

か所、愛知５か所、三重３か所）を対象とした。

調査対象畜は、食肉生産に供される牛、馬、豚の３種とした。

枝肉取引頭数及び卸売価格については、岐阜市食肉地方卸売市場、名古屋市中央卸

売市場南部市場、地方卸売市場東三河食肉流通センター、四日市市食肉地方卸売市場

における取引頭数、価格等について掲載した。

なお、牛については、と畜時の年齢により生後１年未満を子牛、生後１年以上を成

牛に区分した。調査期間は、平成23年１月から12月の１か年である。
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３ 鶏卵流通

年間の集出荷量が10ｔ以上の集出荷機関のうち、直接集荷量（県内集荷分）の累

計が県内総集荷量の60％以上となる集出荷機関を対象に調査を行った。

県計は調査対象の調査結果をもとに推定した。

調査期間は、平成23年１月から12月の１か年である。

４ 食鳥流通

全ての食鳥処理場を対象に調査を行った。

調査期間は、平成23年１月から12月の１か年である。

用語の解説

青果物卸売市場 卸売業者が生産者若しくは集出荷団体等から委託を受け、又は買い付けを行い、

仲卸売業者又は小売業者に対し「せり」、「入札」又は「相対」の方法で建値を行

って売りさばくための場立ちの行われる場所である。

中央卸売市場 卸売市場法（昭和46年法律第35号）に基づき地方公共団体が農林水産大臣の認

可を受けて開設している市場。

卸 売 数 量 青果物卸売市場で「せり」、「入札」又は「相対」の方法で売りさばかれた数量

である。

卸 売 価 格 卸売価額を卸売数量で除して算出した１㎏当たり平均価格である。

集 出 荷 団 体 生産者から青果物及び花きの販売委託を受けて出荷する総合農協、専門農協及

び有志で組織する任意組合。

集 出 荷 業 者 産地で生産者などから青果物及び花きを集めて出荷する産地仲買人又は産地問

屋等である。

産地集荷市場 青果物及び花きを集荷し、消費都市に出荷する目的で産地に開設されている市

場。

多量出荷農家等 多量出荷農家、協業経営体及び会社。


